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自
分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は

ど
う
知
る
の
？

　
平
成
27
年
10
月
以
降
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
通
知
す
る
た
め
の
「
通
知

カ
ー
ド
」
が
、
市
民
の
み
な
さ
ん
全

員
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

通
知
カ
ー
ド

　
紙
製
の
カ
ー
ド
で
、
券
面
に
は
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
、
氏
名
、
住
所
、
生
年

月
日
、
性
別
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
「
通
知
カ
ー
ド
」
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
必
要
と
す
る
手
続
き

を
す
る
時
に
、
窓
口
な
ど
で
本
人
確

認
書
類
と
一
緒
に
提
示
し
ま
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド

　
通
知
カ
ー
ド
と
一
緒
に
送
付
さ
れ

る
申
請
書
に
自
身
の
写
真
を
添
付
し

て
申
請
す
る
こ
と
で
、
平
成
28
年
１

月
以
降
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」の
交

付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
カ
ー
ド
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
で
、
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
が
つ
き
ま
す
。

券
面
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、
氏
名
、

住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
な
ど
が
記

② 

国
民
の
利
便
性
の
向
上

　
添
付
書
類
の
省
略
な
ど
、
行
政
手

続
き
が
簡
素
化
さ
れ
、
申
請
者
の
負

担
が
減
り
ま
す
。

③ 
行
政
の
効
率
化

　
国
や
自
治
体
な
ど
で
情
報
の
照
合

や
入
力
な
ど
に
要
し
て
い
る
時
間
が

減
り
、
複
数
の
業
務
間
で
連
携
が
進

む
こ
と
か
ら
、
作
業
効
率
が
向
上
し

ま
す
。

通知カードのイメージ

個人番号カードのイメージ

裏 面

表 面

載
さ
れ
、
本
人
の
写
真
が
表
示
さ
れ

ま
す
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
必
要
と
す
る
手
続
き
を
す

る
時
に
提
示
す
る
ほ
か
、
本
人
確
認

の
た
め
の
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用

で
き
ま
す
。
ま
た
、
カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ

チ
ッ
プ
に
搭
載
さ
れ
た
電
子
証
明
書

を
用
い
て
、
ｅ‒

Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電

子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）を
は
じ

め
と
し
た
各
種
電
子
申
請
な
ど
に
使

※ＩＣチップには、機微な個人情報は記録されません。

　ＩＣチップに記録されるのは、券面に記載された氏名、
住所、個人番号などのほか、公的個人認証の電子証明書な
どに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は
記録されません。

１ 公平・公正な社会の実現
給付金などの不正受給の防止

２ 国民の利便性の向上
面倒な手続きが簡単に

３ 行 政 の 効 率 化
事務が正確で早くなる

マイナンバー導入による３つのメリット
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個
人
情
報
は
ど
の
よ
う
に

守
ら
れ
る
の
？

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
安
全
・
安
心

に
利
用
す
る
た
め
に
、
シ
ス
テ
ム
面

と
制
度
面
の
両
方
か
ら
個
人
情
報
を

保
護
す
る
た
め
の
措
置
が
と
ら
れ
ま

す
。

【
情
報
シ
ス
テ
ム
面
で
行
う

保
護
措
置
】

①
個
人
情
報
は
分
散
管
理

　
個
人
情
報
の
管
理
は
今
ま
で
ど
お

り
各
機
関
で
行
い
、
必
要
な
情
報
を

必
要
な
時
だ
け
や
り
取
り
す
る
「
分

散
管
理
」の
仕
組
み
が
採
ら
れ
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
元
に
、
ひ
と

つ
の
機
関
に
個
人
情
報
デ
ー
タ
を
集

め
て
保
管
す
る
こ
と
は
な
く
、
個
人

情
報
が
ま
と
め
て
漏
れ
る
よ
う
な
こ

と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

②
シ
ス
テ
ム
へ
の
接
続
制
限

　
各
機
関
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含

む
個
人
情
報
の
連
携
を
行
う
際
は
、

シ
ス
テ
ム
を
操
作
で
き
る
人
を
制
限

し
ま
す
。
ま
た
、
通
信
で
や
り
取
り

す
る
デ
ー
タ
は
外
部
に
読
み
取
ら
れ

な
い
よ
う
に
暗
号
化
さ
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
に

な
る
の
は
い
つ
？

平
成
28
年
１
月
か
ら
社
会

保
障
・
税
・
災
害
対
策
の

手
続
き
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
必
要
に
な
り
ま
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
社
会
保
障
・
税
・

災
害
対
策
分
野
の
事
務
で
、
法
律
や

市
町
村
な
ど
の
条
例
で
定
め
ら
れ
た

行
政
手
続
き
に
使
用
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
税
や
社
会
保
険
の
手
続
き

に
お
い
て
は
、事
業
主
や
証
券
会
社
、

保
険
会
社
な
ど
が
個
人
に
代
わ
っ

て
手
続
き
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

勤
務
先
や
証
券
会
社
・
保
険
会
社
、

金
融
機
関
か
ら
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
提
示
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

特集　マイナンバー制度が始まります！

※市民のみなさんは行政機関や勤務先などへのマイナンバーの告知が必要となります。

例えば、マイナンバーは次のような場面で使います。

用
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を

お
持
ち
の
人
は
有
効
期
限
ま
で
利
用

で
き
ま
す
が
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

交
付
を
受
け
た
人
は
、
そ
の
際
に
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
市
へ
返
納
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。（
両
方
は
所
有

で
き
ま
せ
ん
。）同
様
に
通
知
カ
ー

ド
も
返
納
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。


